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議
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河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
マ
ン
シ
ョ
ン
や
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
な
ど
の
貯
水
槽
か
ら
の
給
水
管
の
劣
化
に
伴
う
健
康
・
安
全

対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
マ
ン
シ
ョ
ン
や
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
な
ど
の
貯
水
槽
か
ら
の
給
水
管
の
劣
化
に
伴
う
健
康
・

安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て’

四
、
四－

メ
チ
レ
ン
ジ
ア
ニ
リ
ン
（
以
下
「
Ｍ
Ｄ
Ａ
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
は
、
昭
和
五
十
八
年
に
、
米
国
国
家
毒
性

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｎ
Ｔ
Ｐ
）
に
よ
る
実
験
に
お
い
て
そ
の
発
が
ん
性
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
昭
和
六
十
二
年
に
、
化
学
物
質
の

発
が
ん
性
の
評
価
等
を
実
施
し
て
い
る
国
際
が
ん
研
究
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｃ
）
に
お
い
て
グ
ル
ー
プ
�
Ｂ
（
人
に
対
し
て
発
が

ん
性
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
も
の
）
に
分
類
さ
れ
た
こ
と
等
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
Ｍ
Ｄ
Ａ
含
有
塗
料
の
使
用
禁
止
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
社
団
法
人
日
本
水
道
協
会
が
、
平
成
元
年
に
水
道
用

液
状
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
塗
料
に
関
す
る
規
格
を
定
め
た
際
、
当
時
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
の
硬
化
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
Ｍ
Ｄ
Ａ

に
つ
い
て
、
使
用
可
能
な
硬
化
剤
と
し
て
指
定
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
前
述
の
外
国
等

に
お
け
る
Ｍ
Ｄ
Ａ
の
評
価
や
代
替
品
の
開
発
状
況
等
を
踏
ま
え
、
塗
料
の
安
全
性
の
向
上
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
と
承

知
し
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
貯
水
槽
水
道
管
の
ラ
イ
ニ
ン
グ
工
事
で
、
Ｍ
Ｄ
Ａ
含
有
塗
料
を
使
用
し
て
い
る
も
の
が
ど
の
く
ら
い
有
る
の

か
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
「
水
道
に
用
い
ら
れ
る
塗
料
等
か

ら
の
溶
出
の
実
態
と
評
価
に
関
す
る
研
究
」
に
お
い
て
、
Ｍ
Ｄ
Ａ
含
有
塗
料
を
用
い
て
水
道
管
の
「
ラ
イ
ニ
ン
グ
工
事
」
が

実
施
さ
れ
た
建
築
物
の
給
水
栓
よ
り
採
取
し
た
水
か
ら
Ｍ
Ｄ
Ａ
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ま
で
国
に
お
い
て
Ｍ
Ｄ

Ａ
の
飲
料
水
汚
染
に
よ
る
健
康
被
害
の
報
告
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
、
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
に

お
い
て
は
、
水
道
管
の
材
質
と
し
て
Ｍ
Ｄ
Ａ
含
有
塗
料
を
使
用
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
よ
う

な
調
査
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
調
査
の
予
定
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
管
路
内
汚
染
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
貯
水
槽
水
道
に
係
る
管
路
に
関
し

て
は
、
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
上
、
同
法
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
の
所
有
者
等
で
そ
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
特
定
建
築
物
に
お
け

る
人
の
飲
用
等
の
た
め
の
給
水
に
関
す
る
設
備
に
つ
い
て
、
水
道
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
水
質
基
準
に
適
合
す
る
水
を
供

給
す
る
よ
う
維
持
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
と
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

二



百
一
号
）
上
、
同
法
第
二
条
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
特
定
行
政
庁
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三

百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
飲
料
水
の
配
管
設
備
が
著
し
く
衛
生
上
有
害
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
に
は
、
建
築
物
の
所
有
者
等
に
対
し
て
、
相
当
の
猶
予
期
限
を
付
け
て
、
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

三


